
   上島町町内活性化チャレンジ補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町内に新たな需要を生み出すこと、町内にあるサービス

や仕組みの改善及び外部需要を取り込み町内で発展させること等の地域課題

解決を目的とした取組みを行う町内事業者や町外から参入する事業者に必要

な経費の一部を支援し地域活性化を図るため、予算の範囲内において町内活

性化チャレンジ補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し必

要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象者） 

第 2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の

全てに該当する者とする。 

(1)  町内で事業を営む者又は町外から参入し町内で事業を営む予定である者 

(2)  町内に事業の用に供する事務所、店舗等を置いている者又は置く予定で

ある者 

(3)  町内に居住している、若しくは事業完了日までに居住する予定の代表者

又は町内に居住している、若しくは事業完了日までに居住する予定の事業

に関わる責任者 

(4)  町税等を滞納していないこと（居住予定の者は、前居住地での町税等を

滞納していないこと。）。 

(5)  補助金交付後、半年以内に補助を受けた事業の活動を開始する見込みで

あること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象

者から除く。 

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第 77

号)第 2条第 2号から第 6号までに規定する暴力団の構成員等に該当する者 

(2) 政治団体 

(3) 宗教上の組織又は団体 

(4) 国及び法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)別表第１に規定する公共法人 

(5) その他補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長が判断する者



（補助対象事業） 

第３条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。）は、次の全て

に該当するものとする。 

(1) 町内に新たな需要を生み出すこと又は町内にあるサービスや仕組みの改

善及び外部需要を取り込み町内で発展させること等の地域課題解決を目的

とした取り組みを行うこと。 

(2) 公序良俗に反する起業等（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す

る法律（昭和 23年法律第 122 号）第２条において規定する風俗営業等）で

ないこと。 

(3) 前 2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める要件 

（補助対象経費) 

第 4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。）

は、別表に定めるものとする。 

２ 補助対象経費は、交付決定日以降から、交付申請の日が属する年度の範囲

内で町が指定する日までに支払ったものとする。 

３ この補助制度以外の補助を組み合わせて申請するときは、その補助金額を

差し引いた額をこの補助金の補助対象経費とする。 

（補助金の額) 

第５条 補助申請額は、補助対象経費の２分の１の額とし、補助申請限度額は

200 万円以内とする。ただし、算出した額に 1,000 円未満の端数が生じると

きは、切り捨てるものとする。 

２ 補助金の額は、補助申請額を上限に審査を経て町長が決定するものとす

る。 

（公募及び交付申請) 

第６条 補助を受ける者は、公募により募集するものとする。 

２ 補助を受けようとする者は、公募期間中に上島町町内活性化チャレンジ補

助金交付申請書(様式第１号。以下「交付申請書」という。)に、関係書類を

添えて、町長に提出しなければならない。 

（審査） 



第７条 公募期間終了後、上島町新規チャレンジ応援事業審査委員会(以下「委

員会」という。）で、補助金の交付候補者の選定を行うための審査を行うもの

とする。 

２ 委員会は、前項の規定による審査の結果を町長に報告するものとする。 

３ 委員会は非公開とする。また、審査に関する質問や異議は受け付けないこ

ととし、審査内容は公表しない。 

（補助金の交付決定) 

第８条 町長は、前条第２項の規定により委員会から報告を受けた交付候補者

の中から、交付者及び補助金交付額を決定する。 

２ 町長は、補助金の交付の決定を行った後、申請者に対して上島町町内活性

化チャレンジ補助金交付(不交付）決定通知書(様式第 2 号）により通知する

ものとする。 

３ 町長は、前項の場合において、必要な条件を当該申請者に対して付するこ

とができる。 

（補助金の概算払) 

第９条 町長は、補助対象事業の実施において必要があると認めたときは、当

該補助対象事業の完了前に補助金決定額の一部を概算払することができる。

この場合において、概算払の額は、交付決定額の２分の１以内とする。 

２ 概算払の交付を受けようとする者は、上島町町内活性化チャレンジ補助金

概算払請求書(様式第３号)に、町長が必要と認める書類を添えて提出するも

のとする。 

（補助対象事業の変更) 

第 10 条 第８条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助対

象事業について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするとき

は、上島町町内活性化チャレンジ補助金変更申請書(様式第４号。以下「変更

申請書」という。)に、必要に応じて変更の内容が分かる書類を添えて町長に

提出し、その承認を受けなければならない。 

(1)  補助金の額に変更があるとき。 

(2)  補助対象経費の 20 パーセントを超える増減があるとき。 



(3)  事業内容の重要な変更があるとき。 

(4)  その他やむを得ない事情による変更が生じるとき。 

２ 町長は、変更申請書を受理した場合は、その内容を審査し、変更が適当と

認めたときは、補助金の変更交付額を決定し、速やかに申請者に対し、上島

町町内活性化チャレンジ補助金変更交付決定通知書(様式第５号)により通知

するものとする。 

（実績報告) 

第 11 条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに上島町町内活

性化チャレンジ補助金実績報告書(様式第６号)に関係書類を添えて、町長に

提出しなければならない。 

（補助金の額の確定) 

第 12 条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、

適当と認めたときは、補助金の額を確定し、上島町町内活性化チャレンジ補

助金額確定通知書(様式第７号)により通知するものとする。 

（補助金の請求) 

第 13 条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた申請者は、上島町

町内活性化チャレンジ補助金請求書(様式第８号)を町長に提出しなければな

らない。 

（補助金の交付) 

第 14 条 町長は、前条の規定により請求書を受理したときは、補助金を申請

者に交付する。 

（補助金の交付決定の取消し) 

第 15 条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交

付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(２) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助対象事業の実

施について不正な行為をしたとき。 

(３) 補助対象事業が完了した日から起算して５年以内に、当該補助金により

実施した事業をやめたとき、又は町外に移転したとき。 



(４) 前３号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。 

２ 町長は、前項の規定による取消しを行った場合において、申請者に対し既

に補助金の全部又は一部を交付しているときは、その全部又は一部について

期限を定めてその返還をさせることができる。 

（実施状況の報告) 

第 16 条 申請者は、補助対象事業完了年度の翌年度から５年間、毎年度の実

施状況を上島町町内活性化チャレンジ補助金実施報告書(様式第９号)により

町長に報告しなければならない。 

２ 第１項に定めるもののほか、町長は、必要があると認めるときは、関係書

類等の提出を求めることができる。 

（関係書類の保存） 

第 17 条 補助金の交付を受けた補助事業者は、関係書類(電磁的記録を含

む。)を当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から 5 年間保存

しなければならない。 

（その他) 

第 18 条 この要綱に定めのないものは、町長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表(第４条関係) 

 
補助対象経費 

設備費 

(1) 事業に必要な機械、装置、器具、備品その他の設備の設置・購

入費、リース・レンタル費（設置及び据付工事を含む。） 

(2) 上記設備を格納する簡易な倉庫、納屋等の工事費 

(3) 上記設備導入に伴って必要となる解体・処分費用 

改修費 
(1)事業の用に供する建物及び建物付属設備の改修費（建物と住

居等が明確に分かれているものに限る。） 

店舗等借入

費 

(1)事業のために新たに借り入れる場合の事務所・事業所の賃料

及び店舗（物販店舗、飲食店等）のテナント料（店舗と住居等

が明確に分かれているものに限る。） 

研究開発費 
(1)商品又はサービスの研究開発に係る経費（市場調査費、試作

品の制作費、委託・外注費、専門家等への謝金、旅費等） 

広告宣伝費 

(1)広告掲載費、ホームページ、パンフレット、DM 制作・配

布・郵送費 

(2)商品の販路拡大、プロモーション、マーケティング等の販売

促進費（調査料、出店料、外注費、専門家への謝金、旅費等） 

従業員の教

育訓練費 

(1)従業員の資格取得（小型船舶免許、クレーン技師等の離島で

取得できないもの・研修・講習受講に係る経費（事業に直接必

要なものに限る） 

１ 売上増加につながらない単なる老朽化設備の更新及び土地・建物の取得、

新築、自家用車の購入その他個人又は法人の資産形成につながる経費は対象

外 

２ リース費、賃料等の毎月支払いをする経費は、交付決定日以降に契約した

もので、町が指定する日までに支払われたものを補助対象とする。 

３ 備品は、1 年以上の反復使用に耐えられるものとする。ただし、１個又は１

組の取得価格が３万円未満の物品は除くものとする。取得価格が３万円以上

であっても当該事業以外の用途に転用可能な物品は対象外経費とする。 

 



様式第１号(第６条関係) 

 

上島町上島町町内活性化チャレンジ補助金交付申請書 

 

年 月 日 

上島町長 様 

 

(申請者）住所           

名称            

代表者又は事業に関わる主たる者      

 

 上島町町内活性化チャレンジ補助金の交付を受けたいので、上島町町内活性

化チャレンジ補助金交付要綱第６条第２項の規定により関係書類を添えて申請

します。 

記 

１．補助対象経費               円 

 

２．交付申請額                円 

 

３．補助対象事業の実施予定期間 

       年  月  日 ～    年  月  日 

 

４．添付書類 

(１)事業計画書 

(２)見積書の写し等(支出予定経費の明細が分かる書類) 

(３)町税等を滞納していないことを証する書類 

(４)誓約書 

(５)上記のほか、補助対象事業の内容が分かる書類 

 



誓約書 

 

 

年 月 日 

 

上島町長 様 

 

(申請者）住所           

名称            

代表者又は事業に関わる主たる者      

 

 

 私は上島町町内活性化チャレンジ補助金の申請に当たり、次の事項について

誓約します。 

 

記 

 

１ 補助対象事業が完了した日から起算して５年以内に、当該補助金により実

施した事業をやめたとき、又は町外に移転したときは、交付を受けた補助金を

返還します。 

２ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)

第２条第２号から第６号までに規定する暴力団の構成員等には該当しません。 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号(第８条関係) 

 

上島町町内活性化チャレンジ補助金交付(不交付）決定通知書 

 

年 月 日 

          様 

上島町長  

 

年 月 日付けで申請のあった上島町町内活性化チャレンジ補助金の交付に

ついては、次のとおり決定したので、上島町町内活性化チャレンジ補助金交付要

綱第８条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 交付します。 

(１)交付決定額                 円 

(２)交付決定条件 

 ・この補助金は、本補助対象事業の目的以外に使用してはならない。 

 ・事業内容の重要な変更等をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を

受けなければならない。 

 ・補助対象事業完了後、速やかに実績報告書を提出すること。 

 ・翌年度以降５年間は、上島町町内活性化チャレンジ補助金実施報告書を提

出しなければならない。 

 

２ 交付しません。 

交付しない理由 

 

 

 



様式第３号(第９条関係) 

 

上島町町内活性化チャレンジ補助金概算払請求書 

 

年 月 日 

 

上島町長 様 

(申請者）住所           

名称            

代表者又は事業に関わる主たる者      

 

 

年 月 日付け  第 号により補助金の交付決定を受けた補助対象事業に

ついて、上島町町内活性化チャレンジ補助金交付要綱第 9 条第 2 項の規定によ

り、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

一金          円也 

 

              (内訳) 

               交付決定額   金    円 

               概算払請求額  金    円 

               残額      金    円 

 

 

添付資料 

 概算払の支払根拠が分かるもの 

 



様式第４号(第 10 条関係) 

 

上島町町内活性化チャレンジ補助金変更申請書 

年 月 日 

 

上島町長 様 

(申請者）住所           

名称            

代表者又は事業に関わる主たる者      

 

 年 月 日付け  第 号により補助金の交付決定を受けた補助対象事業

について変更したいので、上島町町内活性化チャレンジ補助金交付要綱第 10条

第１項の規定により変更申請します。 

記 

 

１．補助対象経費及び交付申請額 

区分 変更後 変更前 

補助対象経費 円 円 

交付申請額 円 円 

 

２．変更する理由 

 

 

３. 変更の内容 

 

 

４．添付書類 

 ・見積書等の写し(変更に係る支出予定経費の明細が分かる書類) 

 ・上記のほか、変更の内容が確認できるもの 



様式第５号(第 10 条関係) 

 

上島町町内活性化チャレンジ補助金変更交付決定通知書 

 

年 月 日 

 

          様 

上島町長  

 

年 月 日付けで変更申請のあった上島町町内活性化チャレンジ補助金につ

いては、次のとおり変更交付額を決定したので、上島町町内活性化チャレンジ

補助金交付要綱第 10条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

補助対象経費及び変更交付決定額 

 補助対象経費                  円 

変更交付決定額                 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号(第 11 条関係) 

 

上島町町内活性化チャレンジ補助金実績報告書 

年 月 日 

 

上島町長 様 

(申請者）住所           

名称            

代表者又は事業に関わる主たる者      

 

年 月 日付け  第 号により補助金の交付決定を受けた補助対象事業に

ついて、上島町町内活性化チャレンジ補助金交付要綱第 11条の規定によりそ

の実績を、関係書類を添えて報告します。 

 

記 

１．補助対象経費               円 

 

２．交付決定額                円 

 

３．補助対象事業の実施予定期間 

       年  月  日 ～    年  月  日 

 

４．添付書類 

 ・事業実施報告書 

 ・領収書の写し、契約書の写し等(支出経費の明細が分かる書類) 

・改修工事の様子及び購入備品の分かる写真 

 ・住民票(事業完了日までに町内に居住する予定の者） 

 ・許認可が必要な事業に係る許認可証等 

 ・上記に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 



事業実施報告書 

 

事業結果 

実施事業の内容 

 

事業の成果 

 

今後の事業計画 

 



様式第７号(第 12 条関係) 

 

上島町町内活性化チャレンジ補助金額確定通知書 

 

年 月 日 

 

 

          様 

上島町長  

 

年 月 日付け  第 号により補助金の交付決定を受けた補助対象事業に

ついて、次のとおり補助金の額を確定したので、上島町町内活性化チャレンジ補

助金交付要綱第 12条の規定により通知する。 

 

記 

 

一金         円也 

 

 

 

          (参考) 

補助金確定額     円(A) 

概算払支払済額     円(B) 

補助金精算額     円(A-B) 

 

 

 

 

 



様式第８号(第 13 条関係) 

 

上島町町内活性化チャレンジ補助金請求書 

 

年 月 日 

 

上島町長 様 

(申請者）住所           

名称            

代表者又は事業に関わる主たる者      

 

上島町町内活性化チャレンジ補助金交付要綱第 13条の規定により、下記のと

おり請求します。 

 

記 

 

１．補助金精算額    金          円 

２．補助金振込先 

 

金融機関名 

 

 支店名  

口座種別  口座番号  

 

フリガナ  

 

口座名義人  

 

 



様式第９号(第 16 条関係) 

 

上島町町内活性化チャレンジ補助金実施報告書 

年 月 日 

 

上島町長 様 

(申請者）住所           

名称            

代表者又は事業に関わる主たる者      

 

上島町町内活性化チャレンジ補助金の交付を受けた事業について、上島町町

内活性化チャレンジ補助金交付要綱第16条第１項の規定により下記のとおり報

告します。 

記 

報告年数     年目 

事業実施状況 

 

今後の見通し 

 

その他 

(希望する支援や意見等) 

 

※決算書又はそれに準ずる書類を添付してください。 

 


